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第 6章 イタリアにおける大学教授職の資格と任用

児玉 善仁

(帝京大学)

はじめに

本稿は､現在のイタリアにおける大学教員の職階 ･資格 ･任用などに関する実態を報告するも

のである｡

イタリアでも､この 30年ほどの間に急激な大学制度改革がおこなわれてきたし､現在も改革

が進展中である｡そのため､年々大学の組織や機能が大きく変化 しつつあり､その推移を把握 し

ない限り改革の現状を正当に位置づけることはできない｡

そこで､まずは大学を含む高等教育制度､大学行政組織､大学評価組織､大学運営組織､大学

教育課程などについて､これまでの改革を背景にした現状を整理 した後で､大学教員の職階構造

と年齢構成､資格 と任用方法､地位 と職務､給与について論述し､最後に､これらの問題を中心

に､現在進行中の大学改革の意義 と課題について論及 したい｡

1.高等教育制度の概要

この数十年来､高等教育システムは拡大してきてお り､2009-10学年度の段階では､高等教

育機関として位置づけられているものは 95校である｡このうち国立の大学組織が 61校､法的に

承認 され た私 立 (非 国立)大 学 が 28 校 ､残 り 6 校 は特殊 高等教 育機 関で あ る｡

(http://stdtl'stl'ca.ml'ur.1't)

国立大学には､国立大学(Universita-statali)､国立大学校 (Istitutiuniversitaristatali)､総

合技術大学(Politecnici)､外国人大学(Universita-perstranieri)がある｡

法制上は非国立大学と表記される実質的な私立大学には､私立大学(LibereUniversitaり､私立

大学校 (Istitutiuniversitariliberi)､IT通信大学(Universita-telematiche)､外国人大学がある｡

特殊高等教育機関は､高等師範研究系大学(ScuolaNormaleSuperiore)などである｡

ただし､芸術 と音楽に関しては､アカデ ミーやコンセルヴァトーリオと呼ばれる学校が 129校

あり､ ｢芸術 ･音楽高等教育 L-altaformazioneartisticaemusicale､AFAM｣として､大学と

は別に高等教育制度に重要な位置づけがなされている｡

イタリアの高等教育組織は､基本的に国立大学を中心に構成されてきてお り､近年になってよ

うやく法的に承認された私立大学が増加 した｡これ らの私立大学は､国家より部分的な財政援助
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本稿は､現在のイタリアにおける大学教員の職階 ･資格 ･任用などに関する実態を報告するも

のである｡

イタリアでも､この 30年ほどのrF'耶こ急激な大学制度改革がおこなわれてきたし､現在も改革

が進展中である.そのため､年々大学の組織や機能が大きく変化しつつあり､その推移を把握 し

ない限り改革の現状を正当に位出づけることはできない｡

そこで､まずは大学を含む講.i坪数育即日空､大学行政組織､大学評価組織､大学運営組織､大学

教育深程などについて､これまでの改革を背柴にした現状を整理 した後で､大学教員の職階構造

と年齢構成､資格と任用方法､地位と職務､給与について雷魚述 し､最後に､これらの問題を中心

に､現在進行中の大学改革の意義と祝超について詣及したい｡

1 高等教育制度の概要

この数十年来､市等教育システムは拡大してきており､2009-10学年度の段階では､高等教

育機関として位IYEfづけられているものは95校である｡このうち国立の大学組織が 61校､法的に

承認 され た私 立 (非 国立)大学 が 28校 ､妓 り 6校 は特殊 Fil等教育機 関であ るC

(http//statJStlCaJlIJuL･Jt)

国立大学には､国立大学(UnlVerSlta'statall)､国立大学校(IstltutlunlVerSltarlStatalL)､総

合技術大学(PollteCnlCl)､外国人大学(UnlVerSlta'perstranlerl)がある｡

法制上は非国立大学と穀記される実質的な私立大学には､私立大学(LibereUnlVerSltar)､私立

大学校(IstltutlunLVerSltarlllberl)､IT通イ言大学(UnlVerSlta'telernatlChe)､外国人大学があるO

特殊高等教笥機膜は ､高等師範研究系大学(ScuolaNormaleSuperlOre)などである｡

ただし､芸術と音楽にJ装ル ては､アカデミーやコンセルヴァトーリオと呼ばれる学校が 129校

あり､ ｢芸術 ･音楽F"･l等教育 L■altaformazlOneartlStlCaemuSICale､AFAM｣として､大学と

は別に高等教笥制度に重安な位iEfづけがなされている.

イタリアの前等教育組織は､基本的に国立大学を中心に構成されてきており､近年になってよ

うやく法的に承認された私立大学が増加 した｡これらの私立大学は､国家より部分的な財政援助
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本府.11は,現在のイタリアにおける大学教員の職階 ･資格 ･任用などに関する実態を軸Ll.葺するt)

のである｡

イタリアでも､この 30年ほどのrllrHこ急激な大学制度改革がおこなわれてきたし､現在も改革

が進展中である｡そのため､年々大学の組紙や機能が大きく変化しつつあり､その推移を把握 し

ない限り改革の現状を正当に位I辻づけることはできない.

そこで､まずは大学を含むFl..)等教育抑JL空､大学行政組織､大学評価組織､大学運営組織､大学

教育課程などについて､これまでの改革を背教にした現状を整理 した後で､大学教員の職階構造

と年齢構成､群格と任用方法､地位と職務.給与について論述 し､応後に､これらの関越をElコ心

に､現在進行中の大学改革の意鵜と耽越について鶴及したい｡

1 高等教育制度の概要

この数十年来､市等教育システムは拡大 してきており､2009-10学年度の段牌では､商等教

育機関として位位づけられているものは95校である｡このうち国立の大学組綿Fが 61校､法的に

承認 され た私 立 (非 国立)大学 が 28校 ､放 り 6校 は特殊 前等教 育機 r淵であ る｡

(http//statJStlCaL111uJ･Jt)

国立大学には､国立大等(Umverslta'statall)､国立大学校(IstltutlunlVerSltarlStatall)､総

合技術大学(PollteCnlCl)､外国人大学(UnlVerSlta■perstranlerl)がある｡

法制上は非国立大学と薮記される実質的な私立大学には､私立大学(LlbereUnlVerSltaり､私立

大学校(IstltutlunlVerSltarlllberl)､IT通イ言大学(U)llVerSlta'telematLChe)､外国人大学がある｡

特殊高等教育楓 奨Jは､高等師範研究系大学(ScuotaNormaleSupe)lore)などである｡

ただし､芸術と音楽にJ業ル ては､アカデミーやコンセルプアトーリオと呼ばれる学校が 129校

あり､ ｢芸術 .音楽F.I.rl等教育 L■altaformazlOneartlStlCaemuSICale､AFAM｣として､大学と

は別に高等教育制度に重安な位iEfづけがなされている.

イタリアの前等教育組織は､韮本的に国立大学を中心に構成されてきており､近年になってよ

うやく法的に承認された私立大学が増加 した｡これらの私立大学は､国家より部分的な財政援助

第 6童 イタ リア にお ける大学教授職 の資格 と任 用

児玉 杏仁

(帝京大学)

はじ♂)に

本G..11は,現在のイタリアにおける大学教員の職階 ･資格 ･任用などに関する実態を報Ll.葺するも

のである｡

イタリアでも､この 30年ほどのrl]rHこ急激な大学制度改革がおこなわれてきたし､現在も改革

が進展中である｡そのため,年々大学の組紙や機能が大きく変化 しつつあり､その推移を把握 し

ない限 り改革の現状を正当に位1辻づけることはできない.

そこで､まずは大学を含むFl..)等教育抑JL空､大学行政組織､大学評価組織､大学運営組織､大学

教育課程などについて､これまでの改革を背款に した現状を整理 した後で､大学教員の職階構造

と年齢構成､ff格 と任用方法､地位 と職務.給与についてJu論述 し､応後に､これ らの関越をElコ心

に､現在進行中の大学改革の志鵜と訳越について鶴及 したい｡

1 高等教育制度の概要

この数十年来､市等教育システムは拡大 してきてお り､2009-10学年度の段膳では､市等教

育機関として位位づけられているものは95校である.このうち国立の大学組織が 61校､法的に

承 認 され た私 立 (非 国立 ) 大 学 が 28校 ､放 り 6校 は特殊 前等教 育機 r淵で あ る｡

(http//StGtJStlCL7L111uJ･Jt)

国立大学には､国立大等(Umverslta'statall)､国立大学校(IstltutlunlVerSltarlStatah)､総

合技術大学(PollteCnlCl)､外国人大学(UnlVerSlta■perstranユerl)がある｡

法制上は非国立大学と薮記される実質的な私立大学には､私立大学(LlbereUnlVerSltaり､私立

大学校(IstltutlunlVerSltarLllberl)､ITi由信大学(Umverslta'telematLChe)､外国人大学がある｡

特殊高等教育楓 美Jは､高等師範研究系大学(ScuolaNormaleSupe)lore)などである｡

ただ し､芸術と音楽にJ輩JLては､アカデ ミーやコンセル プア トー リオと呼ばれる学校が 129校

あり､ ｢芸術 ･音楽7.-.rl符教育 L■altaformazlOneartlStlCaemuSICale､AFAM｣として､大学と

は別に高等教育制度に重安な位旧づけがなされている.

イタリアの前等教育組織は､益本的に国立大学を中心に構成されてきてお り､近年になってよ

うや く法的に承認 された私立大学が増加 した｡ これらの私立大学は､国家より部分的な財政援助
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を受けているが､学生数は全体の6%ほどを占めているに過ぎない｡

この私立大学の中でも､近年は､2003年の Moratti-Stanca令によって承認された私立の IT

通信大学の増加に着目される(2009年度､11校)｡ただ､この新しい高等教育機関で学ぶ学生の

割合も､全体の 1%にも満たず､大きな役割を果たしていない｡

その意味で､依然として国立大学中心の高等教育制度を維持している｡

厳密な意味での大学以外の高等教育機関として､着目すべきは､高等師範系の教育機関と芸術

･音楽系高等教育機関である｡上記の統計では､国立大学に分類されている高等師範系高等教育

機関は､パリの高等師範をモデルに作られたピサのScuolaNormaleSuperioreを筆頭に､パヴ

イア､ トリエステ､ルッカ､フィレンツェに置かれると共に､同じピサに高等研究大学(Scuola

diStudiSuperioriUniversitariediPerfezionamentodiS.Anna)も設置された｡これらの高等

教育機関は､フランスのグランド･ゼコールを模倣し､教員養成を行 うだけでなく､高度な研究

活動と3サイクルの教育を提供してもいる｡

芸術 ･音楽系の高等教育を提供している上述のAFAM機関には､国立アカデミー20校､法的

に承認された私立アカデミー26校､音楽学校(Conservatori)57校などが含まれる(L'unl'veml'ta'

1'n cITTe,MIUR)｡これらの高等教育機関には､後期中等教育のディプロマを得ていれば登録する

ことができ､そこで得られる学位も大学の学位 と同等に位置づけられている｡したがって､基本

的に日本のような音楽大学 ･音楽学部や芸術大学 ･芸術学部というものはない｡

また､これもフランスの制度をモデルにしたものと考えられるが､1999年に導入された高等技

術教育(IFTS)は､1年から2年間の教育によって specializzazioneの学位(diploma)を得ること

ができ､労働界の需要に急速に対応するものとされた｡しかし､この制度は必ずしも成功したと

は言えず､より専門的な課程の導入などが検討されている (Trombetti,p.39)｡

2.高等教育行政における主要組織

かつては､高等教育と初中等教育は別の省によって管轄されていたが､1999年以降は､ ｢教育

･大学 ･科学研究省(Ministerodell-Istruzione,dell-Universita-edellaRicercaScientifica､略

称 MIUR)｣に一元化されている｡本省の目的には､大学と大学レヴェルの高等教育機関の発展

の推進､予算配分の振 り分け､大学の教育内容の国際的かつ共通の基準の実現､大学制度の国際

的統合とヨーロッパの調和､大学自治の完成､国際計画-の参加の協同､大学教育-のアクセス

-条件の合理化､専門職や行政職-のアクセスに関わる活動など､が大学教育に関わる目的とし

てあげられ､科学技術研究に関わる政策として大学と研究機関の共同推進などもその目的とされ

ている｡

を受けているが､学生数は全体の6%ほどを占めているに過ぎない.

この私立大学の中でも､近年は､2003年の Morattl-Stanca令によって承認された私立の IT

通信大学の増加に着目される(2009年度､11校)｡ただ､この新 しい両等教笥機関で学ぶ学生の

割合も､全体の 1%にも満たず､大きな役割を:娘たしていない｡

その昔嫌で､依然として国立大学中心の高等教育制度を維持 している｡

厳密な意味での大学以外の講.i琴教育機関として､着目すべきは､F"i琴師範系の教育機関と芸術

･音楽系古等教笥機F奨1である｡上記の統割では､国立大学に分類されている高等師範系Ff,等教育

機l美‖ま､パ リの前等師範をモデルに作られたピサの ScuolaNormaleSuper10reを解熱 こ､パゲ

イア､ トリエステ､ルッカ､フィレンツェに'Hかれると共に､同じピサに詩,5時研究大学(Scuola

dlStudlSuperlOrlUn)versltarledlPerfezlOnamentOdlSAnna)も設位された.これらの苗等

教育機関は､フランスのグラン ド･ゼコールを模倣し､教員袈成を行 うだけでなく､両度な研究

活動と3サイクルの教育を提供 してもいるO

芸術 ･音楽系の高等教育を提供している上述のAFAM 機関には､国立アカデミー20校､法的

に承認された私立アカデミー26校､音楽学校(Conservatorl)57校などが含まれる(L'uDIVeZISL由 '

Jn ClrZ.e,MItJR)｡これらの市等教育機I美川こは､後期中等教育のディプロマを得ていれば登録する

ことができ､そこで得られる学位も大学の学位 と同等に位粧づけられている. したがって､基本

的に日本のような普楽大学 ･音楽学部や芸術大学 ･芸術学部というものはない｡

また､これもフランスの制度をモデルにしたものと考えられるが､1999年に導入された高等技

術教育(IFTS)は､1年から2年r榊の教育によって speclallZ2,aZIOneの学位(dlploma)を47Llfること

ができ､労働非の祁要に急速に対応するものとされた｡ しかし､この制度は必ずしも成功したと

は言えず､より中門的な視程の導入などが検討されている (Trombettl,p39)0

2 高等教育行政における主要組織

かつては､高等教育と初中等教育は別の省によって管轄されていたが､1999年以降は､ ｢教育

･大学 ･科学研究省(MlnlSterOdell-IstruzlOne,dell■UnlVerSlta■edeltaRICerCaSclentlflCa､略

称 MIUR)｣に一元化されている｡本省の目的には､大学と大学レrLyェルの高等教育機関の発展

の推進､予第百己分の振 り分け､大学の教育内容の国際的かつ共通の益準の実現､大学制度の国際

的統合とヨーロッパの郡!和､大学自治の完成､国際計画-の参加の協同､大学教育-のアクセス

-条件の合骨化､iTyllE川萩や行政職-のアクセスに関わる活動など､が大学教育に関わる目的とし

てあげられ､科学技術研究に関わる政策として大学と研究機l対の炎同推進などもその目的とされ

ている｡

を受けているが､学生数は全体の6%ほどを占めているに過ぎない｡

この私立大学の中でも､近年は､2003年の Moratt1-Stanca令によって承認された私立の IT

通信大学の増加に着目される(2009年度､11校)｡ただ､この新 しい講一.i等教笥機関で学ぶ学生の

rEIL合も､全体の 1%にも満たず､大きな役割を兇たしていない｡

その昔嫌で､依然として国立大学中心の市等敬弔制度を維持 している｡

感度な忌嫌での大学以外の声一.i等教育機関として､石目すべきは､F'右等師範系の教育機関と芸術

･音楽系市等教育機!奨Jである｡上記の統剤では､国立大学に分数されている市等師範系高等教育

機1業‖ま､パ リの高等師範をモデルに作られたピサの ScuolaNormaleSuperlOreを節矧 こ､パゲ

イア､ トリエステ､/L,ツカ､フィレンツェに位かれると共に､同じピサに丙等研究大学(Scuola

dlStudlSuperlOrlUnlVerSltarledlPerfezlOnamentOdlSAnna)も設粧された｡これらのFHllA等

教育機関は､フランスのグラン ド･ゼコールを模倣し､教員装成を行 うだけでなく､高度な研究

活動と3サイクルの教育を挺供してもいる｡

芸術 ･苦楽系の高等教育を提供している上述のAFAM 機関には､国立アカデミ-20校､法的

に碑認された私立アカデミー26校.音楽学校(Conservatorl)57校などが含まれる(L 'LLDIVeZSJta'

JJlCIJT.e,MItTR)｡これらの高等教育機関には､後期中等教育のディプロマを得ていれば登録する

ことができ,そこで得られる学位も大学の学位 と同等に位iEtづけられている｡ したがって､基本

的に日本のような普楽大学 ･音楽学部や芸術大学 ･芸術学部というものはない｡

また､これもフランスの制度をモデルにしたものと考えられるが､1999年に導入された商等技

術教育(IFTS)は､1年から2年間の教育によって speclallZZaZIOneの学位(diploma)を4Ttlfること

ができ､労働非の需要に急速に対応するものとされた｡ しかし､この制度は必ずしも成功したと

は言えず､より中門的な秋程の導入などが検討されている (Trombettl,p39)｡

2 高等教育行政における主要組織

かつては､市等教育と初中等教許は別の省によって管轄されていたが､1999年以掛 ま､ ｢教笥

･大学 ･科学研究省(MlmSterOdell'IstruzlOne,dell■UnlVerSlta'edeltaRICerCaSclentlfica､略

称 MrUR)｣に一元化されている｡本省の目的には､大学と大学レrL/ェルの高等教育機関の発展

の推進､予罪配分の振 り分け､大学の教育内容の国際的かつ共通の基準の実現､大学制度の国際

的統合とヨーロッパの調和､大学自治の完成､国際雷十両-の参加の協同､大学教育-のアクセス

-条件の合冴化､矧】r川韻や行政職へのアクセスに関わる活動など､が大学教育にr装】わる目的とし

てあげられ､科学技術研究にF弟】わる政策として大学と研究機関の共同推進などもそのEl的とされ

ている｡

を受けているが,学生数は全体の6%ほどを占めているに過ぎない｡

この私立大学の中でも､近年は､2003年の Morattl-Stanca令によって承認された私立の JT

通信大学の増加に着目される(2009年度､11校)｡ただ､この新 しい声一石等教笥機関で学ぶ学生の

rEIL合も､全体の 1%にも満たず､大きな役割を光たしていない｡

その昔嫌で､依然として国立大学中心の市等教育制度を維持 している｡

厳廠な忌嫌での大学以外の芹.i等教育機関として､石目すべきは､F'右等師範系の教育機関と芸術

･管楽系前等教育機桜｢ぐある｡上記の統剤では､国立大学に分数されている高等師範系高等教育

機1業Jは､パ リの高等師範をモデルに作られたピサの ScuolaNormaleSuperlOreを節頭に､パゲ

イア､ トリエステ､/L,ツカ､フィレンツェにtEかれると共に､同じピサにrd等研究大学(Scuola

dlStudlSuperlOrlUnlVerSltarledlPerfezlOnamentOdlSAnna)も設粧された｡これらの苗等

教育機関は､フランスのグラン ド･ゼコールを模倣し､教員養成を行 うだけでなく､高度な研究

活動と3サイクルの教育を提供してもいる｡

芸術 ･音楽系の高等教育を提供している上述のAFAM 機関には､国立アカデミ-20校､法的

に殊認された私立アカデミー26校､骨炎学校(Conservatorl)57校などが含まれる(L 'LLDIVeLSJta'

JJlCIJre,MIITR)｡これらの前等教育機関には､後期中等教育のディプロマを得ていれば登録する

ことができ,そこで得られる学位も大学の学位 と同等に位iELlづけられている｡ したがって､基本

的に日本のような普楽大学 ･音楽学部や芸術大学 ･芸術学部というものはない｡

また､これもフランスの制度をモデルにしたものと考えられるが､1999年に導入された市等技

術教育(IFTS)は､1年から2年間の教育によって speclallZZaZIOneの学位(diploma)を得ること

ができ､労働非の黙要に急速に対応するものとされた｡ しかし､この制度は必ずしも成功したと

は言えず､より専門的な秋程の導入などが検討されている (Trombettl,p39)｡

2 高等教育行政における主要組織

かつては､市等教育と初中等教育は別の省によって管轄されていたが､1999年以降は､ ｢教笥

･大学 ･科学研究省(Ml111SterOdell'IstruzlOne,dell■UnlVerSlta'edeltaRICerCaSclentlfica､略

称 MIUR)｣に一元化されている｡本省の目的には､大学と大学レrL/ェルの高等教育機関の発展

の推進､千第配分の振 り分け､大学の教育内容の国際的かつ共通の益碑の実現､大学制度の国際

的統合とヨーロッパの郡!和､大学自治の完成､国際計画-の参加の協同､大学教育-のア//セス

-条件の合冴化､執】r川故や行政職へのアクセスに関わる活動など､が大学教育にF装】わる目的とし

てあげられ､科学技術研究にFXlわる政策として大学と研究機関の共同推進などもその目的とされ

ている｡
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この｢文科省｣大臣の諮問機関として 1997年 12月に設置されたのが､ ｢大学審議会(Consiglio

UniversitarioNazionale,略称 CUN)｣で､イタリアの大学の代表から選出された委員によって

構成され､大学政策全般について諮問している｡

これ と並んで､大学行政に大きな影響力を持っているのが､ ｢大学学長会議 (Conferenza

permanentedeiRettoridelleUniversita-italiane,略称 CRUI)｣である｡ 国立大学のみならず

私立大学の学長によっても構成される独立した組織であるが､以下の目的を持つ｡ まず､大学制

度上の問題を考究して､政府当局や議会にその必要性を表明すること､次いで､大学教育の状況

や大学発展の見通しに関する意見の表明､外国の高等教育組織との関係を通じて大学の主導性を

推進することなどである｡

また､ ｢文科省｣が意見を聴取する組織 として､後述する ｢大学生国家評議会 Consiglio

nazionaledeglistudentiuniversitari,CNSU｣があり､大学教育に対する学生の意見を反映する

システムが構築されている｡(以上､Rossi,p.68,Gentile,p.83,Capano2000p.38以降)

さらに､次節で述べるように､近年は大学評価組織が設置拡充されている｡

3.大学評価組織

最初の大学評価のための国家組織は､1993年の 537法によって 2年後に設置された ｢大学評

価観察機構 Osservatorionazionaleperlavalutazionedelsistemauniversitario｣である｡ この

とき同時に､各大学にも当該大学の教員と外部委員によって構成される評価組織が作られること

になり､その各大学の組織を統轄する目的をこの国家組織が持つこととなった｡その構成は､ ｢大

学審議会｣から1名､ ｢大学学長会議｣から1名､文科省が選んだ学界以外の2名を含む 3名､

の計 5名によって構成された｡

しかし､大学大衆化の進展に伴 う教育システムの見直しなどに影響されて､1999年の 370法

によって翌 2000年に､この ｢大学評価観察機構｣は名称が改められ､ ｢大学評価国家委員会

Comitatonazionaleperlavalutazionedelsistemauniversitario,略称 CNVSU｣となった｡そ

の目的には､大学評価の一般的基準の策定､大学評価についての年報の企画､評価の方法と実際

についての実験､適用､普及の促進などが挙げられている｡また､同じ 1999年には､この ｢大

学評価国家委員会｣に加えて､研究生産の評価をおこなう｢研究評価委員会 Comitatodiindirizzo

evalutzaionedellaricerca,CIVR｣が設置された｡

ことに､2001年以降は ｢大学評価国家委員会｣の提案で､新設課程については認証方式が採ら

れることとなり､最低必要教師数､学生数の上下限､教室数､図書館などについて定めた最低要

求条件(requisitiminimi)を充足することが必要となった｡

この｢文科省｣大臣の諮問機E巣は して 1997年 12月に設JBされたのが､｢大学市議会(ConslgllO

UnlVerSltar10NazlOnale,略称 CUN)｣で､イタリアの大学の代毅から選出された委11によって

構成され､大学政策全般について諮問している｡

これ と弛んで､大学行政に大きな影響力を持っているのが､ ｢大学学良会談(Conrerenza

permanentedelRettorLdelleUnlVerSlta'ltalLane,略称 CRUI)｣である｡国立大学のみならず

私立大学の学長によっても桃成される独立した組織であるが､以下の目的を持つ｡まず､大学制

度上のPLH越を考究して､政府当局や班会にその必塑性を表明すること､次いで､大学教育の状況

や大学発展の見通しに関する意見の穀明､外国の前等教育組織との関係を通じて大学の主導性を

推進することなどである.

また､ ｢文科省｣が意見を聴取する組織 として､後述する ｢大学生国家評議会 ConslgllO

nazlOnaledegllStudentlunlVerSltarl,CNSU｣があり､大学教育に対する学生の意見を反映する

システムが構築されている｡(以上､Rossl,p68,Gentile,p83,Capano2000p38以降)

さらに､次節で述べるように､近年は大学評価組紙が殻粧拡充されている.

3 大学評価組織

収初の大学評価のための国家組織は､1993年の 537法によって 2年後に取成された ｢大学評

価観察機構 OsservatorlOnaZIOnaleperlavalutazlDnedelsIStemaunlVerSltarlO｣である｡この

とき同時に､各大学にも当言亥大学の敏flと外部委員によって梢成される評価組斉鼓が作られること

になり､その各大学の組織を統轄する目的をこの国家組織が持つこととなった｡その構成は､ ｢大

学評議会｣から1名､ ｢大学学長会誌｣から1名､文科省が選んだ学卯以外の 2名を含む 3名､

のIEr5名によって構成された｡

しかし､大学大衆化の進展に伴 う教育システムの見直しなどに影響されて､1999年の 370法

によって翌 2000年に､この ｢大学評価観察機構｣は名称が改められ､ ｢大学評価国家委員会

ComltatOnaZIOnaleperlavalutazlOnedelsIStemaunlVerSltarlO,略称 CNVSU｣となった｡そ

の目的には､大学評価の一般的益確の策定､大学評価についての年報の企画､評価の方法と実際

についての実験､適用､普及の促進などが挙げられている｡また､同じ 1999年には､この ｢大

学評価国家委員会Jに加えて､研究生産の評価をおこなう｢研究評価委員会 Comll,atodllndLrlZZO

evalutzalOnedellarlCerCa,CIVR｣が設'BされたO

ことに､2001年以降は ｢大学評価国家委員会｣の提案で､新設裸堤については認証方式が採ら

れることとなり､戚低必要教師数､学生数の上下限､教室数､図て!消･.などについて定めた瓜低要

求射牛(requlSltlmlnlml)を充足することが必要となったo

この｢文科省｣大任の諮問機E泊として 1997年 12月に設粧されたのが､｢大学審訊会(ConslgllO

UnlVerSltarLONazlOnale,略称 CUN)｣で､イタリアの大学の代寂から選出された委flによって

構成され､大学政男全般について諮問している｡

これ と壮んで､大学行政に大きな影響力を持っているのが､ ｢大学学良会談(Conferenza

permanelltedelRettorLdelleUnlVerSltalltallane,略称 CRUI)｣である｡国立大学のみならず

私立大学の学長によっても桃成される独立した組織であるが､以下の目的を持つ｡まず､大学制

度上の関越を考究して､政府当局や富遠会にその必要性を表明すること､次いで､大学教育の状況

や大学発展の見通しにE奨】する意見の表明､外国の高等教育組織との関係を通じて大学の主導性を

推進することなどである｡

また､ ｢文科省｣がiS兄を聴取する組織 として,後述する ｢大学生国家評議会 ConslgllO

nazlOnaledegllStudentlunlVerSltarl,CNSU｣があり､大学教育に対する学生の意見を反映する

システムが構築されているd(以上､Rossl,p68,Gentile,p83,Capano2000p38以降)

さらに,次郷で述べるように､近年は大学評価組紙が設位拡充されている.

3 大学評価組織

滋初の大学評価のための国家組紙は､1993年の 537法によって 2年後に設tBlされた ｢大学評

価観索機構 OsservatorlOnaZIOIlaleperlavalutazlOnedelsIStemaunlVerSltarlO｣である｡この

とき同時に､各大学にも当否亥大学の数flと外部凌fiによって梢成される評価組斉鼓が作られること

になり､その各大学の組織を統轄する目的をこの国家組織が持つこととなった.その構成は､｢大

学解放会｣から1名､ ｢大学学長会談｣から1名､文科省が選んだ学外以外の2名を含む3名､

の哲15名によって構成された｡

しかし､大学大衆化の進展に伴 う教育システムの見直しなどに影響されて､1999年の 370法

によって翌 2000年に､この ｢大学評価観察機構｣は各称が改められ､ ｢大学評佃‖国家委員会

ComLtatOnaZIOnaleperlavalutaz1011edelsIStemaumVerSltanO,略称 CNVSU｣となった｡そ

の目的には､大学評価の-舷的基経の策定､大学評価についての年軸の企画､評価の方法と実際

についての実験､適用､普及の促進などが挙げられている｡また､同じ 1999年には､この ｢大

学評価国家委Ll会Jに加えて､研究生産の評価をおこなう｢研究評価委員会 ComltatOdllndlrlZZO

evalutzalOnedellarlCerCa,CIVRJが設IBされたO

ことに,2001年以降は ｢大学評価国家委員会｣の提案で､新設駅桂については認富正方式が採ら

れることとなり､戚低必要教師数､学生数の上下限､数墓数､図ii消1などについて定めた応低要

求灸件(requlSltlmlnlml)を充足することが必要となったo

この｢文科省｣大在の諮問楓 泊として 1997年 12月に設粧されたのが､｢大学脊髄会(ConslgllO

UnlVerSltar10NazlOnale,略称 CUN)｣で､イタリアの大学の代表から選出された委flによって

構成され､大学政策全般について諮問している｡

これ と壮んで､大学行政に大きな影響力を持っているのが､ ｢大学学良会談(Conferen21a

permanelltedelRettorldelleUnlVerSltalltallane,略称 CRUI)｣である｡国立大学のみならず

私立大学の学良によっても桃成される独立した組織であるが､以下の目的を持つ｡まず､大学制

度上の問題を考究して､政府当局や冨遠会にその必要性を表明すること､次いで､大学教育の状況

や大学発展の見通しにF姻する意見の表明､外国の高等教育組織との関係を通じて大学の主導性を

推進することなどである｡

また､ ｢文科省｣がiS兄を聴取する組織 として,後述する ｢大学生国家評議会 ConslgllO

naz10naledegllStudentlunlVerSltarl,CNSU｣があり､大学教育に対する学生の意見を反映する

システムが梢築されているd(以上､Rossl,p68,Gentile,p83,Capano2000p38以降)

さらに,次飾で述べるように､近年は大学評価組紙が設'E拡充されている.

3 大学評価組織

戚初の大学評価のための国家組紐は､1993年の 537汝によって 2年後に設tEL'された ｢大学評

価観索機構 OsservatorlOnaZIOnaleperlavalutazlOnedelsIStemaunlVerSltarlO｣である｡この

とき同時に､各大学にも当官亥大学の数flと外部委員によって構成される評仙組斉鼓が作られること

になり､その各大学の組織を統轄する目的をこの国家組織が持つこととなった｡その構成は､｢大

学解放会｣から1名､ ｢大学学長会談｣から1名､文科省が選んだ学淋以外の2名を含む3名､

の剖5名によって構成された｡

しかし､大学大衆化の進展に伴 う教育システムの見直しなどに影替されて､1999年の 370法

によって翌 2000年に､この ｢大学評価観察機構｣は各称が改められ､ ｢大学評佃‖国家委員会

ComltatOnaZIOnaleperlavalutaz1011edelsIStemaulllVerSltanO,略称 CNVSU｣となった｡そ

の目的には､大学評価の-船的益雄の策定､大学評価についての年軸の企画､評価の方法と実際

についての実験､適用､普及の促進などが挙げられている.また､同じ 1999年には､この ｢大

学評価国家委Ll会Jに加えて､研究生産の評価をおこなう｢研究評価委員会 ComltatOdllndlrlZZO

evalutza10nedellarlCerCa,CIVRJが設'Eされた｡

ことに,2001年以降は ｢大学評価国家委員会｣の提案で､新設駅程については認諾正方式が採ら

れることとなり､戚低必要教師数､学生数の上下限､教室数､囲む鮒などについて定めた応低要

求灸件(requlSltlmlnlml)を充足することが必要となったo
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また､研究評価に関しては､ ｢研究評価委員会｣によって教員の 3年ごとの学術生産の評価が

おこなわれるようになった｡この学術生産の推進のためには､評価に基づいた財政保証のための

新しい政策､ ｢国家的利益研究計画 Progettidiricercadiinteressenazionale,PRIN｣が文科省

によって推進されている｡

そして､2006年 11月に､上記の二つの組織が合併されて､評価を通じて研究と教育の推進を

図る ｢大学 ･研究評価独立機構 Agenzianazionaledivalutazionedelsistemauniversitarioe

dellaricerca､ANVUR｣となった｡ ｢国立｣と銘打ってはいるが､法人格を持つ独立組織である｡

一人の機構長､研究 ･高等教育の有識者から選ばれた 7名からなる運営評議会､会計監査官の団

体によって構成されている｡各大学の評価組織は､5名から9名の委員からなり､教育課程､学

生､教職員､財政状況などについて ｢大学･研究評価独立機構｣に報告することになっている｡(以

上､Trombetti,p.73,Capano1998p.266,Gentile,p.82,Rossi,p.44)

4.大学の運営組織と教育研究組織

大学の自治は､憲法第 33条によって規定され､1989年 5月の 168法によってその詳細が定め

られた｡そこでは､学長の発令によって公布された ｢規約｣と ｢規則｣が､大学の統治機関と教

育 ･研究の構造を組織化することになっている｡

一般に､学長は大学の法的な代表者として､4年ごとに正規教員の中から選出され､大学の構

造や機能や規律の監督､対外的協同の同意､教育研究活動の計画などを､大学の運営機関を通じ

ておこなう｡大学内部の主要な運営機関は､三つある｡

まず､ ｢大学理事会(Senatoaccademico)｣｡ これは､学長､学部長､規約規定に従って選出

された研究員､学生､職員の代表によって構成され､大学の活動の一般的方向を定め､運営の計

画を決定する｡大学の諸規則を承認し､教育活動を調整する｡大学自治の計画､統制などの諸権

限を行使する｡

次いで､ ｢運営評議会(Consigliodiamministrazione)｣が､学長､副学長､事務長､教員の

代表､技術 ･事務職の代表､学生の代表､ ｢文科省｣と地域の代表によって構成される｡これは､

主として財源の捻出や経済的 ･財政的管理をおこなう機関であるが､事務職員 ･技術職員の運営､

管理 ･運営に関する諸規則の承認などもおこなっている｡

第三に､ ｢学生評議会(Consigliodeglistudenti)｣が挙げられる｡ 大学の様々な組織から選出

された学生の代表によって構成され､勉学の組織や権利など学生に直接関わる問題についての提

案や確認の機能を果たしている｡ 国家レヴェルでは､1997年に ｢学生国家評議会(Consiglio

NazionaledegliStudentiUniversitari､略称 CNSU)｣が､ ｢文科大臣｣に教育や学生の状況に

また､研究評価に関しては､ ｢研究評価委員会｣によって教flの 3年ごとの学術生産の評価が

おこなわれるようになった.この学術生産の推進のためには､評価に益づいた財政保評のための

新 しい政策､ ｢国家的利益研究計画 ProgettldlrlCerCadllntereSSenaZIOnale,PRIN｣が文科省

によって推進されている｡

そして､2006年 11月に､上記の二つの組細iが合併されて､評価を通じて研究と教育の推進を

図る ｢大等 ･研究評価独立機構 Agen2,1anaZIOnaledlValutaz10nedelsIStemaunlVerSltar10e

dellarlCerCa､ANVUR｣となったDr国立｣と銘打ってはいるが､法人格を持つ独立組｣紙である.

一人の機構長､研究 ･高等教育の有織者から選ばれた 7名からなるi堅営評琵迩会､会剖監査官の団

体によって構成されている｡各大学の評価組織は､5名から9名の委員からなり､教育秋保､学

生､教職員､財政状況などについて r大学 ･研究評価独立機構｣に報告することになっている｡(以

上.Trombettl,p73,Capano1998p266,Gentlle,p82,Rossl,p44)

4 大学の運営組柊と教育研究組柊

大学の自治は､怒法第 33条によって規定され､1989年 5月の 168法によってその詳細が定め

られた｡そこでは､学長の発令によって公和された ｢規約Jと r規則｣が､大学の統治機関と教

育 ･研究の構造を組織化することになっている｡

一般に､学長は大学の法的な代表者として､4年ごとに正規教ilの中から遇出され､大学の構

造や機能や規律の監督､対外的協同の同意､教育研究活動の剖画などを､大学の運営機関を通じ

ておこなうO大学内部の主嬰な運営機関は､三つあるO

まず､ ｢大学群串会(SenatoaccademlCO)｣Cこれは､学長､学部長､規約規定に従って遇出

された研究員､学生､暇Bの代表によって構成され､大学の活動の一般的方向を定め､運営の計

画を決定するo大学の諸規則を承音思し､教育活動を調整するO大学自治の計画､統制なとの謂権

限を行使するQ

次いで､ ｢運営評議会(ConslgllOdlammlnlStraZ10ne)｣が､学長､副学長､事務長､教員の

代表､技術 ･郡務職の代表､学生の代表､ ｢文科省｣と地域の代表によって構成される｡これは､

主として財鮫の捻出や経済的 ･財政的管理をおこなう機関であるが､事務職員 ･技術職員の運営､

管理 ･運営にI業け る諸規則の承認などもおこなっている｡

約三に､ ｢学生評鵠会(ConslgllOdegllStudentl)｣が挙げられる｡大学の様々な組織から遇出

された学生の代表によって構成され､勉学の組織や権利など学生に直接関わる間脳についての捉

秦や確認の機能を炎たしているO国家 レグェルでは､1997年に ｢学生国家評議会(ConslgllO

Naz10naledegllStudentlUnlVerSltarl､略称 CNSU)｣が､ ｢文科大臣｣に教育や学生の状況に

また､研究評価に関しては､ ｢研究評価委員会｣によって教員の 3年ごとの学術生産の評価が

おこなわれるようになった.この学術生産の推進のためには,評価に益づいた財政保証のための

新 しい政策､ ｢国家的利益研究計画 ProgettldlrlCerCadllntereSSenaZIOna)e,PRIN｣が文科省

によって推進されている｡

そして､2006年 11月に､上記の二つの組経が合併されて､評価を通 じて研究と教育の推進を

図る ｢大学 ･研究評価独立機桃 Agenzlana2.10naledlValutaz10nede)sIStematlnlVerSltarlOe

deuar)cerca,ANVUR｣となった｡r国立｣と銘打ってはいるが､法人格を持つ独立組織である｡

一人の機構長､研究 ･高等教育の有織者から選ばれた 7銘からなる運営評議会､会剤監査唱の団

体によって構成されている.各大学の評価組織は､5名から9銘の委員からなり､教育課標､学

生､教職員､財政状況などについて ｢大学 ･研究評価独立機構｣に報告することになっている｡(以

上､Trombettl,p73,Capano1998p266,Gelltlle,p82,Rossl,p44)

4 大学の運営組織と教育研究組柊

大学の自治は､怒法第 33条によって規定され､1989年 5月の 168法によってその詳細が定め

られた｡そこでは､学長の発令によって公布された ｢規約Jと ｢規則｣が､大学の統治機関と教

育 ･研究の構造を組織化することになっている｡

一般に､学良は大学の法的な代来者として､4年ごとに正規教Llの中から選出され､大学の構

造や機能や規綿の監督､対外的協同の同志､教育研究活動の計画などを､大学の避鴬機関を通じ

ておこなう｡大学内部の主嬰な運′呂機関は､三つあるO

まず､ ｢大学啓串会(SenatoaccademlCO)｣｡これは､学位､学部長､規約規定に従って遇出

された研究Ll､学生､暇flの代衣によって構成され､大学の活動の一般的方向を定め､迎常の計

画を決定する｡大学の諸規則を承認 し､教育活動を調整する｡大字自治の計画､統制などの謂権

限を行使するo

次いで､ ｢運営評議会(ConslgllOdlammlnlStra2,lone)｣が.学長､副学長､事務長､教員の

代表､技術 ･祁務暇の代表､学生の代表､ r文科省｣と地域の代表によって構成される｡これは､

主として財於の捻出や経済的 ･財政的管理をおこなう機関であるが､訴務脚fl･技術職Llの運営,

管理 ･運営に関する諸税EIEJの承雷魚などもおこなっている｡

荊三に､ ｢学生評誰会(ConslgllOdegllStudentl)｣が挙げられる｡大学の様々な組織から選出

された学生の代表によって構成され,勉学の組織や権利など写生に直接関わるrLH超についての提

案や確認の機能を米たしている｡国家 レrly工ルでは､1997年に ｢学生国家評議会(ConslgllO

NazlOnaledegllStudentlUnrversltarl､略称 CNSU)｣が､ ｢文科大臣｣に教育や学生の状況に

また､研究評価に関しては､ ｢研究評価委員会｣によって教員の 3年ごとの学術生産の評価が

おこなわれるようになった.この学術生産の推進のためには､評価に&-づいた財政保証のための

新 しい政策､ ｢国家的利益研究計画 ProgettldlrlCerCadllntereSSenaZ10nale,PRIN｣が文科省

によって推進されている｡

そして､2006年 11月に､上記の二つの組経が合併されて､評価を通 じて研究と教育の推進を

図る ｢大学 ･研究評価独立機桃 Agenzlana2.10naledlValutaz10nede)sIStemaunlVerSltarlOe

deuarlcerca,ANVUR｣となった｡｢国立｣と銘打ってはいるが､法人格を持つ独立組織である｡

一人の機構長､研究 ･高等教育の有織者から選ばれた 7名からなる運営評言投会､会剖監査屯の団

体によって構成されている.各大学の評価組鰍 ま､5名から9名の委員からなり､教育課桜､学

生､教職員､財政状況などについて ｢大学 ･研究評価独立機構｣に報告することになっている｡(以

上､Trombettl,p73,Capano1998p266,Gentlle,p82,Rossl,p44)

4 大学の運営組織と教育研究組織

大学の自治は､怒法第 33条によって規定され､1989年 5月の 168法によってその詳細が定め

られた｡そこでは､学長の発令によって公和された ｢規約Jと r規則｣が､大学の統治機関と教

育 .研究の構造を組織化することになっている｡

一般に､学良は大学の法的な代来者として､4年ごとに正規教員の中から遇出され､大学の構

造や機能や規綿の監督､対外的協同の同意､教育研究活動の剖画などを､大学の避･a機関を通じ

ておこなう｡大学内部の主嬰な運営機関は､三つあるO

まず､ ｢大学世事会(SenatoaccademlCO)｣｡これは､学位.学部長､規約規定に従って遜出

された研究Ll､学生､暇flの代衣によっで隅成され､大学の活動の一般的方向を定め､迎常の計

画を決定する｡大学の諸規則を承認 し､教育活動を調整する.大学自治の計画､統制などの謂権

限を行使する｡

次いで､ ｢運営評議会(ConslgllOdlammlnlStraZIOt-e)｣が.学長､副学長､串務長､教員の

代表､技術 ･祁務暇の代表､学生の代表､ r文科省｣と地域の代表によって構成される.これは､

主として財源の捻出や経卵 内･財政的管理をおこなう機関であるが､群舞脚n ･技術職員の運営,

管理 ･運営に関する諸税f川の承号邑などもおこなっている｡

第三に､ ｢学生評談会(ConslgllOdegllStudentl)｣が挙げられる｡大学の様々な組織から選出

された草生の代表によって構成され,勉学の組織や権利など写生に直接関わるHul超についての提

案や確認の機能を尖たしているO国家 レグェルでは.1997年に ｢学生国家評議会(Con81g110

NazlOnaledegllStudentlUn】versltarl､略称 CNSU)｣が､ ｢文科大臣｣に教育や写生の状況に
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関する意見をとりまとめて提案する学生代表による諮問機関として設置された｡(以上､Rossi,

p.84以降)

大学の目的である教育 と学術研究は､個々の大学の内部組織である､学部 (facolta')､学科

(dipartimento)､研究所(istituto)､サービス ･センターなどを通じておこなわれる｡

学部は､大学における教育活動のための基本組織で､特定の教育分野にかかわる学科目をグル

ープ分けして､勉学課程に組織化し教員を配置する｡その意味で､この組織は教育組織である｡

学部は学部長によって学部評議会を通じて統括される｡学部評議会は､学部長､常勤教授､特任

教授(fuoriruolo)､研究院の代表､学生代表によって構成され､学部のあらゆる事項について規

定する｡

この学部に対して､基本的に研究組織として位置づけられるのが学科である｡ 学科は同じ目的

と方法を持つ学問分野のセクションであり､研究活動を組織化すると共に､複数の学部に関与し

てその教育活動も組織化している｡研究所は類似学問分野をグループに分けて､教育と研究をお

こなう組織である｡

このように従来は､教育組織としての学部と研究組織としての学科を中心として大学が構成さ

れてきたが､現在進行中のジェル ミ-ニ改革では､学部組織の解体と再編を規定しており､本年

7月までに各大学は新たな規約を作成して､大学組織の再編を図ることになっている｡ これが実

現すると､学部組織が消滅して学科組織がそれに取って代わり､学科組織が大学の中心組織にな

る｡ この改革の現状に関しては､後述する｡

5.大学の教育課程 ･･･ボロー二ヤ ･プロセスの動向

イタリアは､ボローニヤ宣言のお膝元であるだけでなく､それに先立っ 1998年のソルボンヌ

宣言の署名国であり､ボローニヤ ･プロセスの先導的役割を果たしてきた国の一つである｡

しかし､ボローニヤ宣言の会議開催国であるにもかかわらず､イタリアの大学の側の反応は鈍

く､学術団体も新しい秩序-の取り組みを積極的におこなお うとはせず､大学や学会や社会は一

般に無関心であった｡むしろ､ボローニヤ ･プロセスに積極的に参加 して､イタリアの高等教育

を再組織化しようとしたのは､政府や文部行政の側であった｡(Trombetti,p.40)

本来､イタリアの大学教育は､エリー ト養成とい う歴史的な目的を維持し､高度な研究 ･教育

の連携を図ろうとしてきた｡他国においては大卒後教育レヴェルの課程を､大学教育としておこ

なってきたとい う自負に支えられていた｡その結果､大学の大衆化などからくる多様な要求-の

対応を怠り､ヨーロッパでも脱落者の最も多い高等教育制度を維持してきた(Capano1998p.119,

2000p.29)｡

(装け るFLT兄をとりまとめて提案する学生代表による諮問機関として般fEtされた.(以上､Rossl,

p84以降)

大学の目的である教育と学術研究は､個々の大学の内部組織である､学部(facoltar)､学科

(dlPartlmentO)､研究所(lStltutO)､サービス .センターなどを通じておこなわれる.

学部は､大学における教育活動のための基本組縦で､特定の教育分野にかかわる学科目を//ル

ープ分けして､勉学弧線に組織化 し教員を配'Eする｡その意味で､この組織は教育組織である｡

学部は学部長によって学部評法会を通じて統括される.学部評法会は､学部良､常勤教授､特任

教授(fuorlruOlo)､研究院の代来､学生代穀によって構成され､学部のあらゆる事項について規

定する｡

この学部に対 して､基本的に研究組綿己として位fEtづけられるのが学科である.学科は同じEI的

と方法を持つ学問分野のセクションであり､研究活動を組織化すると共に､複数の学部にr美持 し

てその教育活動も組締こ化 しているo研究所は叛似学問分野をグループに分けて､教育と研究をお

こなう組｣練である.

このように従来は､教育組縦としての学部と研究組織としての学科を中心として大学が構成さ

れてきたが､現在進行中のンェルミ-ニ改革では､学部組織の解体と再編を規定してお り､本年

7月までに各大学は新たな規約を作成 して､大学組｣織の再編を図ることになっている｡これが実

現すると､学部組織がYiLj滅 して学科組織がそれに取って代わり､学科組織が大学の中心組練にな

る｡この改革の現状に関Lては､後述する｡

5 大学の教育課程 - ･ボロー二ヤ ･プロセスの動向

イタリアは､ボローニヤ宣言のお膝元であるだけでなく､それに先立つ 1998年のソルボンヌ

宣言のIB'一名国であり､ボローニヤ ･プロセスの先導的役'GJを果たしてきた国の-つであるo

Lかし､ボローニヤ宣言の会議r朋他国であるにもかかわらず､イタリアの大学の側の反応は鈍

く､学術団体も新しい秩序への取り組みを積極的におこなおうとはせず､大学や学会や社会は一

般に無関心であった｡むしろ､ポロ一二ヤ ･プロセスに税極的に参加 して､イタリアの前等教育

を再組織化 しようとしたのは､政府や文部行政の側であった｡(Trombettl,P40)

本来､イタリアの大学教育は､エリー ト壌成という歴史的な目的を維持し､高度な研究 ･教育

の速決を匡】ろうとしできた｡他国においでは大卒後教育レグェルの況岸を､大学教育としておこ

なってきたという自fLに支えられていた｡その結巣､大学の大衆化などからくる多様な要求-の

対応を怠り､ヨーロッパでも脱落者の応も多い前等教育制度を維持 してきた(Capano1998p119,

2000p29)｡

煤け る.-LT兄をとりまとめて提案する学生代表による諮問機関として設IEされた. (以上､Rossl,

p84以降)

大学の 目的である教育 と学術研究は､個々の大学の内部組紙である､学部(facolta')､学科

(dlPartlmentO)､研究所(lStltutO)､サー ビス センターなどを通 じておこなわれる｡

学部は､大学における教育活動のための基本組縦で､特定の教育分野にかかわる学科 目を//ル

ープ分けして､勉学深程に組織化 し教員を配位するDその昔味で､この組織は教育組織である｡

学部は学部長によって学部評言謹会を通 じて統括される.学部評法会は､学部良､箱助教授､特任

教授(fuorlruOlo)､研究院の代謹そ､学生代安によって構成され､学部のあらゆる事項について規

定する｡

この学部に対 して､基本的に研究組織 として位iEtづけられるのが学科である.学科は同 じ目的

と方法を持つ学問分野のセクションであり､研究活動を組織化すると炎に､複数の学部に関与 し

てその教育活動も組縦化 している.研究所は類似学問分野をグループに分けて､教育と研究をお

こなう組節である｡

このように従来は.教育組縦としての学部と研究組縦 としての学科を中心として大学が構成さ

れてきたが､現在進行中のシェル ミ一二改革では､学部組縦の月別木と再編を規定 してお り､本年

7月までに各大学は新たな規約を作成 して､大学組織の再編を図ることになっている｡これが実

現すると､学部組織が消滅 して学科組描くがそれに取って代わ り､学科組縦が大学の中心組練にな

る｡この改革の現状に関 しては､後述する｡

5 大学の教育課程 - ･ボロー二ヤ ･プロセスの動向

イタリアは､ボローニヤ宣言のお膝元であるだけでなく､それに先立つ 1998年のソルボンヌ

宣言の署名国であり､ボローニヤ ･プロセスの先導的役割を果た してきた国の-つであるo

Lか し､ポロ-ニヤ宣言の全紡F卿経国であるにもかかわらず､イタリアの大学の側の反応は鈍

く､学術団体も新 しい秩序への取 り組みを積極的におこなお うとはせず､大学や学会や社会は一

般に鮒 姻心であった.む しろ､ポロ一二ヤ ･プロセスに磁極的に参加 して､イタリアの六石等教苛

を再組織化 しようとしたのは､政J(;fや文部行政の側であった｡(Trombettl,p40)

本来､イタリアの大学教Jl7-は､エ リー ト養成 とい う歴史的な目的を維持 し､7.'石度な研究 ･教育

の連携を図ろうとしできた｡他国においでは大卒後教育 レrl/ェルの瓢桜を､大学教育としておこ

なってきたとい う自負に支えられていた.その鵜巣､大学の大衆化などからくる多様な要求-の

対応を怠り､ヨーロッパでも脱落者のJaも多い両等教育制度を維持 してきた(Capano1998p119,

2000p29)｡

傑け る怠兄をとりまとめて提案する学生代表による諮問機関として韻IEされた. (以上､Rossl,

p84以降)

大学の 目的である教育 と学術研究は､個々の大学の内部組織である､学部(facolta')､学科
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ープ分けして､勉学耽堤に組織化 し教員を配位する｡その忌嫌で､この組織は教育組織であるO

学部は学部長によって学部評満会を通 じて統括される.学部評法会は､学部良､箱助教授､特任

教授(fuorlruOLo)､研究院の代謹そ､学生代衣によって構成 され､学部のあらゆる事項について規

定する｡

この学部に対 して､基本的に研究組織 として位iEtづけられるのが学科である.学科は同 じ目的

と方法を持つ学FFii分野のセクションであり､研究活動を組織化すると炎に､複数の学部に関与 し

てその教育活動も組縦化 している.研究所は知似学問分野をグループに分けて､教育と研究をお

こなう組範である｡

このように従来は.教育組縦としての学部と研究組縦 としての学科を中心として大学が構成 さ

れてきたが､現在進行中のシェル ミ-ニ改革では､学部組縦の角引木と再編を規定 してお り､本年

7月までに各大学は新たな規約を作成 して､大学組｣織の再編を図ることになっている｡これが実

現すると､学部組織が消滅 して学科組綿ミがそれに取って代わ り､学科組縦が大学の中心組練にな

る｡この改革の現状にrmLては､後述する｡

5 大学の教育課程 - ･ボロー二ヤ ･プロセスの動向

イタリアは､ボローニヤ宣言のお膝元であるだけでなく､それに先立つ 1998年のソルボンヌ

宣言の署名国であり､ボローニヤ ･プロセスの先導的役割を果た してきた国の-つであるo

Lか し､ポロ-ニヤ宣言の会富削馴任国であるにもかかわらず､イタリアの大学の側の反応は鈍

く､学術団体も新 しい秩序への取 り組みを積極的におこなお うとはせず､大学や学会や社会は一

般に鮒 娼心であった.む しろ､ポロ一二ヤ ･プロセスに孤棲的に参加 して､イタリアの六石等教苛

を再組織化 しようとしたのは､政府や文部行政の側であった.(Trombettl,p40)

本来､イタリアの大学敏Jl守は､エ リー ト養成 とい う歴史的な目的を維持 し､託ち度な研究 ･教育

の連携を図ろうとしできた｡他国においでは大卒後教育 レrl/ェルの裸桜を､大学教育としておこ

なってきたとい う自負に支えられていた.その鵜巣,大学の大衆化などからくる多様な婆求-の

対応を怠 り､ヨーロy,Sでも脱落者の尼も多い両等教育制度を維持 してきた(Capano1998p119,

2000p29)｡
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このため､行政当局は､まず 3年間で取得できる短期学位 (diploma)の課程 (1990年制定､1992

年施行)を導入すると共に､チューター制度も制度化 して､全体的な教育内容の決定に関する自

治権も各大学に付与 してきた｡ しかし､労働界の要求に応 じる目的を持ったこの短期学位は､大

学人学資格であるマ トウリタを得てす ぐに､正規の学位 (1aurea)課程か短期学位課程かの選択を

学生に強要する点などが批判 されたが､科学 ･技術分野などでは労働界に直結するものとして一

定の成功を収めた｡他方で､法律や行政分野においては､資格に直結 しない低い評価 しか与えら

れなかった｡ さらに､大学の教員の側が大学教育の伝統的な高度性を重んじて､これを評価 しな

かったため､短期学位課程の登録者は全体の 10%を超えることはなかった｡

このような状況の中で､1999年のボローニヤ宣言に則った改革が､同年に即座におこなわれた｡

とりわけ､ ｢ヨーロッパ高等教育圏(EHEA)｣をめざす大学の学習サイクルの改革は､同年 509

省令 (大巨 o.Zecchino)で導入 され､2001/2学年度からイタリアのすべての大学に適用 された｡

つづいて､2004年の施策 270省令 (大臣L.Moratti)によって部分的に改訂 され､それによって

2010/11年度までに学習課程の改革が大学に課せ られた｡ (Trombetti,p.42)

図 1 大学系統
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治権も各大学に付与 してきた｡ しかし､労働界の要求に応 じる目的を持ったこの短期学位は､大

学人学資格であるマ トウリタを得てすぐに､正規の学位(1aurea)課程か短期学位課程かの選択を

学生に強要する点などが批判されたが､科学 ･技術分野などでは労働界に直結するものとして一

定の成功を収めた｡他方で､法律や行政分野においては､資格に直結 しない低い評価 しか与えら

れなかった｡さらに､大学の教員の側が大学教育の伝統的な高度性を重んじて､これを評価 しな

かったため､短期学位課程の登録者は全体の 10%を超えることはなかった｡

このような状況の中で､1999年のボローニヤ宣言に則った改革が､同年に即座におこなわれた｡

とりわけ､ ｢ヨーロッパ高等教育圏(EHEA)｣をめざす大学の学習サイクルの改革は､同年 509

省令 (大巨o.Zecchino)で導入され､2001/2学年度からイタリアのすべての大学に適用された｡

つづいて､2004年の施策 270省令 (大臣LMoratti)によって部分的に改訂され､それによって

2010/11年度までに学習課程の改革が大学に課せられた｡(Trombetti,p.42)
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これは､通常ボローニヤ ･プロセスで3+2サイクルと呼ばれる共通の課程で､登録学生は3年

間の学習を終えるとラウレア学位(laurea)を取得できる｡そして､そのまま就職するか､その後

の 2年間の専門学位(1aufeaspecialistica､2004年以降はlaureamagistrale)を得られる課程に

進学できる｡専門課程は､これ以外にも､1aureaspecialisticaの後の一年間の課程の最後に得ら

れ､特別の専門職活動に要求される知識能力を与える目的を持つ専門ディプロマ課程(diplomidi

このため､行政当局は､まず 3年間で取得できる短期学位(diploma)の課程 (1990年制定､1992

年施行)を導入すると共に､チューター制度も制度化 して､全体的な教育内容の決定に関する自

治権も各大学に付与 してきた｡ しかし､労働界の要求に応 じる目的を持ったこの短期学位は､大

学人学資格であるマ トウリタを得てすぐに､正規の学位(1aurea)課程か短期学位課程かの選択を

学生に強要する点などが批判されたが､科学 ･技術分野などでは労働界に直結するものとして一

定の成功を収めた｡他方で､法律や行政分野においては､資格に直結 しない低い評価 しか与えら

れなかったCさらに､大学の教員の側が大学教育の伝統的な高度性を重んじて､これを評価 しな

かったため､短期学位課程の登録者は全体の 10%を超えることはなかった｡

このような状況の中で､1999年のボローニヤ宣言に則った改革が､同年に即座におこなわれた.

とりわけ､ ｢ヨーロッパ高等教育圏(EHEA)｣をめざす大学の学習サイクルの改革は､同年 509

省令 (大巨o.Zecchino)で導入され､2001/2学年度からイタリアのすべての大学に適用された｡

つづいて､2004年の施策 270省令 (大臣LMoratti)によって部分的に改訂され､それによって

2010/11年度までに学習課程の改革が大学に課せられた｡(Trombetti,p.42)
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これは､通常ボローニヤ ･プロセスで3+2サイクルと呼ばれる共通の課程で､登録学生は3年

間の学習を終えるとラウレア学位 (laurea)を取得できる｡そして､そのまま就職するか､その後

の 2年間の専門学位(1aureaspecialistica､2004年以降は1aureamagistrale)を得られる課程に

進学できるC専門課程は､これ以外にも､1aureaspecialisticaの後の一年間の課程の最後に得ら

れ､特別の専門職活動に要求される知識能力を与える目的を持つ専門ディプロマ殊程(diplomidi

このため､行政当局は､まず 3年間で取得できる短期学位(diploma)の課程 (1990年制定､1992

年施行)を導入すると共に､チューター制度も制度化して､全体的な教育内容の決定に関する自

治権も各大学に付与 してきた｡ しかし､労働界の要求に応 じる目的を持ったこの短期学位は､大

学人学資格であるマ トウリタを得てすぐに､正規の学位(laurea)課程か短期学位課程かの選択を

学生に強要する点などが批判されたが､科学 ･技術分野などでは労働界に直結するものとして一

定の成功を収めた｡他方で､法律や行政分野においては､資格に直結 しない低い評価 しか与えら

れなかった｡さらに､大学の教員の側が大学教育の伝統的な高度性を重んじて､これを評価 しな

かったため､短期学位課程の登録者は全体の 10%を超えることはなかった｡

このような状況の中で､1999年のボローニヤ宣言に則った改革が､同年に即座におこなわれた｡

とりわけ､ ｢ヨーロッパ高等教育圏(EHEA)｣をめざす大学の学習サイクルの改革は､同年 509

省令 (大臣 0.Zecchino)で導入され､2001/2学年度からイタリアのすべての大学に適用された｡

つづいて､2004年の施策 270省令 (大臣LMoratti)によって部分的に改訂され､それによって

2010/11年度までに学習課程の改革が大学に課せられた. (Trombetti,p.42)
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これは､通常ボローニヤ ･プロセスで3+2サイクルと呼ばれる共通の課程で､登録学生は3年

間の学習を終えるとラウレア学位 (laurea)を取得できる｡そして､そのまま就職するか､その後

の 2年間の専門学位(1aureaspecialistica､2004年以降はlaureamagistrale)を得られる課程に

進学できる｡専門課程は､これ以外にも､1aureaspecialisticaの後の一年間の課程の最後に得ら

れ､特別の専門職活動に要求される知識能力を与える目的を持つ専門ディプロマ課程(diplomidi
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specializzazione)と､科学的完成と高度な養成を目指す 1年の課程の最後に得られるマスター学

位 (diplomadimaster)の課程がある｡ マスター課程は､3年のラウレアが必要なレヴェル Ⅰと､

専門学位を必要とするレヴェル ⅠⅠのものがある｡さらに､専門課程の後には3年間の研究 ドクタ

ー課程(dottoratodiricerca)が設置されている｡従来は存在 しなかった研究 ドクター課程で学び､

研究 ドクター学位を取得することは､大学教員任用のためのコンコルソ-の応募資格に今後はな

っていくものと思われる｡

この学習サイクル改革は同時に､従来型の所定科目の試験合格を前提としたラウレア取得を改

めて､ ｢ヨーロッパ ･クレジット互換システム(ECTS)｣を導入した｡ラウレア取得のためには､

計 180､年 60クレジットの取得が必要である｡ 専門学位のためには､120クレディト以上が要求

される｡ 1クレジットは講義､試験､個人学習などの25時間に相当する｡(拙稿参照)

ただし､専門職分野である医学 ･外科学､獣医学､薬学は､第一レヴェルの学位の取得は定め

られていない｡これらの課程は ｢統一サイクル Ciclounico｣として規定され､五年間で 300クレ

ディトが取得されることになっているか､医学 ･外科学の場合は六年間で 360クレディトになっ

ている｡ 法学に関しては､法曹養成における課程を長くすべきという批判に応えるために､2004

年の改正によって､その養成課程を統一サイクルの課程に含めることとなった(Trombetti)｡

以上の制度改革は､職業構造に合わせた改革としては一応の成功を収めているといって良い｡

たとえば､1995年の段階では､ラウレア取得者の 3年後の就職率は 7割程度であった｡これは

大学の大衆化によって従来の伝統的な労働市場が大学修了者を吸収できなくなっていたからであ

るが､3+2サイクルの導入によって大学教育を一般労働市場と専門職市場に従来よりも適合させ

ることが可能となった｡そのため､大学登録者数は 1990年代には漸減傾向にあったが､2000年

以降は増加に転じ､その増加は3年間のラウレア課程の登録者によるものであった｡そして､1999

年のラウレア取得者の3年後の就職率は88.50/.と増加 した(Annuarl'ostatl'stl'col'tall'ano2004)｡

その意味で､広く一般的に人材の質をたかめる中等後教育の提供とい う目的や､それと区別され

るより質の高い専門職の養成教育とい う高等教育の目的に対応するものであったと言えるのであ

る(拙稿,p.408)｡

改革の効果は､就業面のみならず､教育の面においても現れた｡従来イタリアの大学の顕著な

特徴であった中途放棄者率の高さは､Miurのデータによると､第一年次から第二年次の間の率

が､1998/99の21%から､2007/08の 18%に僅かとはいえ減少はした｡また､ラウレア取得率に

関しても､以前は規定の 3年間で取得できる者の比率が 10%以下とい う低い水準であったもの

が､40%を超えるようになった(Cammelli,p.27)｡

しかし､改善されたとはいえ､依然として半数以上の者が 3年間でラウレア学位を取得してい

spec)allZZaZIOne)と､科学的完成とFu'1度な孝成を目指す 1年の課程の般後に得られるマスター学

位 (dlplomadlmaster)の秋程がある｡マスター視程は､3年のラウレアが必要なレグェル Iと､

専門学位を必要とするレグェルIIのものがあるoさらに､専門課程の後には3年間の研究 ドクタ

-取程(dottoratodLrlCerCa)が投了Erlされている｡従来は存在 しなかった研究 ドクタ-裸程で学び､

研究 ドクター学位を取得することは､大学教員任用のためのコンコルソ-の応非資格に今後はな

っていくものと思われる｡

この学習サイクル改革は同時に､従来型の所定科目の瓢験合格を前提としたラウレア取得を改

めて､ ｢ヨーロッパ ･クレジット互換ンステム(ECTS)｣を導入した.ラウレア取鞘のためには､

計 180､年 60クレシットの取得が必嬰であるO専門学位のためには､120クレディト以上が要求

される｡ 1クレジットは冨姥義､試験､個人学習などの25時r''j】に相当する｡(拙8.I,参照)

ただし､中門職分野である医学 ･外科学､獣医学､薬学は､第-レグェルの学位の取掛 ま定め

られていないoこれらの況掛 ま｢統一サイクル CIClounlCO｣として規定され､五年間で300クレ

ディ トが取得されることになっているか､医学 ･外科学の勘合は六年間で360クレディトになっ

ている｡法学にF美化 ては､法でF毅皮における批程を長くすべきという批判に応えるために､2004

年の改正によって､その袈成視程を統一サイクルの靭港 に含めることとなった(Trombettl)｡

以上の制度改革は､職菜構造に合わせた改革としては一応の成功を収めているといって良い.

たとえば､1995年の段階では､ラウレア取得者の 3年後の就職率は 7割程度であった｡これは

大学の大衆化によって従来の伝統的な9;働市場が大学修了者を吸収できなくなっていたからであ

るが､3+2サイ//ルの導入によって大学教育を一般男働市場と専門職市場に従来よりも適合させ

ることが可稚となったOそのため､大学登録者数は 1990年代には漸減憐向にあったが､2000年

以降は増加に転じ､その増加は3年間のラウレア視程の登録者によるものであった｡そして､1999

年のラクレア取得者の 3年後の就職率は885%と増加 した(ADnuarlOStatJStlCOJtaJILuJ02004)a

その意味で､広く一般的に人材の質をたかめる中等後教育の提供という目的や､それと区別され

るより質のF.▲糾､中門職の養成教育という高等教育のEI的に対応するものであったと言えるのであ

る(拙稿,p408)｡

改革の効果は､就業面のみならず､教育の面においても現れた｡従来イタリアの大草の鋭著な

特徴であった中途放棄者率の高さは､Mlurのデータによると､第一年次から第二年次の間の率

が､1998/99の 21%から､2007/08の 18%に僅かとはいえ減少はしたOまた､ラウレア取料率に

[装Jしても､以前は規定の 3年II'jJで収得できる者の比率が 10%以下という低い水準であったもの

が､40%を超えるようになった(Cammelll,p27)｡

しかし､改善されたとはいえ､依然として半数以上の名が 3年間でラウレア学位を牧村してい

spec)a)1ZZa2110ne)と､科学的完成と高度な凝成を目指す 1年の課程の殺後に得られるマスタ-翠

位(dlplomadlmaster)の視程がある｡マスター視程は､3年のラウレアが必要なレグェル Iと.

専門学位を必要とするレグェルIIのものがあるQさらに､専門祝程の後には3年TTtllの研究 ドクタ

ー取程(dottoratodlrlCerCa)が設'uされている｡従来は存在 しなかった研究 ドクター課程で学び､

研究 ドクター学位を収得することは､大学教員任用のためのコンコルソ-の応易3-資格に今後はな

っていくものと思われる｡

この号習サイクル改革は同時に､従来型の所定科目の釈験合格を前船としたラウレア収得を改

めて､ ｢ヨーロッパ ･クレジット互換ンステム(ECTS)｣を導入した.ラウレア取絹のためには.

計 180､年 60クレジットの取第lfが必要である｡専門学位のためには､120クレディ ト以上が要求

される｡ 1クレジットは消長､試験､個人学習などの 25時r糾こ相当する｡(拙稿参照)

ただし､中門職分野である医学 ･外科学､獣医学､薬学は､第-レヴェルの学位の取手馴ま定め

られていない｡これらの取掛 ま｢統一サイクルC1CloutllCO｣として規定され､五年fltllで300クレ

ディ トが取得されることになっているか､医学 ･外科学の場合は六年間で 360クレディトになっ

ている｡法学に関しては.法1_lF袈成における祝程を長くすべきという批判に応えるために､2004

年の改正によって､その養成況軽を統一サイクルの取掛 こ含めることとなった(Trombettl)｡

以上の制度改革は､臓菜構造に合わせた改革としては-応の成功を収めているといって良い.

たとえば､1995年の段階では､ラウレア取キミ‡者の 3年後の就職率は 7捌程度であった｡これは

大学の大衆化によって従来の伝統的な9;働市場が大学修了者を吸収できなくなっていたからであ

るが､3+2サイJj/L,の蛍人によって大学教育を-般労働市場‡と専門職市場に従来よりも適合させ

ることが可稚となった｡そのため､大学登録者数は 1990年代には漸減慨向にあったが､2000年

以降は増加に転じ､その増加は3年間のラウレア秋程の茸線名によるものであった｡そして､1999

年のラクレア取得者の 3年後の就職率は885%と増加 した(AJIJ)uaJIOStaEJSかcoJtR/IBD02004)D

その意味で､広く一般的に人材の質をたかめる中等後教育の提供というEr的や､それと区別され

るより質のT:糾､中門職の養成教育というFIJ等教育の目的に対応するものであったと言えるのであ

る(拙軌 p408)a

改革の効姓は､就業面のみならず､教育の面においても現れた｡従来イタリアの大学の鋭著な

特徴であった中途放棄者率の高さは､Mlurのデータによると､第一年次から第二年次の間の率

が､1998/99の 21%から､2007/08の 18%に位かとはいえ減少はしたOまた､ラウレア収料率に

関しても､以前は規定の 3年間で政治でさる者の比率が 10%以下という低い水準であったもの

が.40%を超えるようになった(Camme】11,p27)｡

しかし､改善されたとはいえ､依然として半数以上の者が 3年間でラウレア学位を牧村してい




